１．共同企業体資格要件

　　本業務を実施する共同企業体は、次の各号のいずれにも該当する者で資格審査の結果、共同企業体資格要件を有すると認められたものとする。

（１）共同企業体の基本的要件
　ア　共同企業体を構成する業者（以下「構成員」という。）は、いずれも、下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿に登録があること。
　イ　構成員は、申請時において廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第７条に基づく許可の更新を２回以上許可されていること。
　ウ　構成員は、過去３年間廃棄物処理法第７条の３の規定に基づく事業の停止を受けていないこと。
　エ　共同企業体の形態は、共同受託方式とし、原則として各構成員が対等の立場で一体となって家庭系一般廃棄物（ごみ）等収集運搬業務を実施するものであること。
　オ　共同企業体は、２者以上６者以内で構成すること。
　カ　共同企業体は、合併前の下関市（以下「旧下関市」という。）管内又は菊川総合支所管内の本業務のために結成し、構成員は同一業務のために結成された２以上の共同企業体の構成員とならないこと。
　キ　構成員は、次のいずれかに該当する場合は共同企業体に参加できないものであること。
1 　成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
2 　地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後２年を経過しない者及び当該者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者
3 　市税を滞納している者
4 　下関市一般廃棄物（ごみ）処理業指示事項に反している者
5 　その他市長が不適当と認めた者
（２）共同企業体の個別要件
（２）－１　旧下関市管内に係る共同企業体は、共同企業体の基本的要件のほか、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
　ア　構成員は、奥山工場処理区を営業の区域に含む許可業者であること。
　イ　構成員は、奥山工場の処理区域において収集するごみに制限がない許可業者であること。
　ウ　構成員は、旧下関市内に主たる事務所を有する許可業者であること。
　エ　構成員は、「自動車の用途等の区分について（依命通達）」（昭和３５年９月６日付け自車第４５２号。）４－１－３－（１）に規定する塵芥車（以下「塵芥車」という。）を２台以上有すること。
　オ　共同企業体で最大積載量２トン以上のダンプトラック又はトラック（以下「２トン以上ダンプトラック等」という。）を４台以上所有すること。
　カ　申請時から過去５年の間に、共同企業体の構成員として旧下関市管内の本業務を受託し、適性に履行した実績があるものが２者以上構成員であること。
（２）－２　菊川総合支所管内に係る共同企業体は、共同企業体の基本的要件の

ほか、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
　ア　構成員は、奥山工場処理区を営業の区域に含む許可業者であること。
　イ　構成員は、奥山工場の処理区域において収集するごみに制限がない許可業者であること。
　ウ　構成員は、奥山工場の処理区域内に主たる事務所を有する許可業者であること。
　エ　構成員は、塵芥車を２台以上有すること。
　オ　共同企業体で２トン以上ダンプトラック等を３台以上有すること。
　カ　申請時から過去５年の間に、共同企業体の構成員または単独で本業務を受託し、適性に履行した実績があるものが２者以上構成員であること。
２　資格審査の審査事項

　　資格審査は、共同企業体の基本的要件及び個別要件について適格性の審査を行う。

３　資格審査の申請の時期

資格審査の申請時期は、令和８年２月２日から令和８年２月２０日までとする。

４　資格審査の申請の方法

（１）共同企業体資格審査申請書（様式第１号）に必要書類を添付し、申請期間内にクリーン推進課宛てに郵送（書留郵便物に限る）、またはクリーン推進課窓口に持参すること。（窓口に持参された場合も、その場での審査は行ないません。）

なお、書類に不備や不足がある場合は、書類がすべて揃った日が受付日となります。

（２）資格審査を受けようとする者は、次に掲げる書類等を市長に提出しなければならない。

ア　共同企業体資格審査申請書　　　　　　　　　様式第１号

　イ　共同企業体協定書　　　　　　　　　　　　　様式第２号

　ウ　各構成員の誓約書　　　　　　　　　　　　　様式第３号

　エ　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項の許可を受けている証明書（写し）

　オ　保有車両一覧表　　　　　　　　　　　　　　様式第４号

　カ　保有車両の車検証（写し）

　キ　取引金融機関口座名　　　　　　　　　　　　様式第５号

　ク　使用印鑑届　　　　　　　　　　　　　　　　様式第６号

　ケ　提出書類一覧表（照合表）

（３）提出部数

　　　１部

（４）共同企業体資格審査申請書等の様式は、下関市公式ホームページからのダウンロードによる入手又は市クリーン推進課にて配布する。

（５）申請書等の提出にあたっての留意事項

　ア　「提出書類一覧（照合表）」をご参照のうえ作成してください。
　イ　提出の際は、照合表の順番に並べ綴じ込まないで提出してください。
　ウ　Ａ４版より小さい証明書類がありましたら、台紙（コピー用紙等薄手のも　のでＡ４サイズ）に貼付して提出してください。
　エ　各構成員が複数地区申請する際は、原本１部と写し１部でも可とします。ただし、写しにその旨を記載すること。
５　提出先
〒７５１－０８４７　下関市古屋町１丁目１８－１下関市環境部クリーン推進課
ＴＥＬ ０８３－２５１－１１９４
ＦＡＸ ０８３－２５２－１９５６
６　資格審査の結果の通知等

（１）資格審査の結果は、申請者（当該共同企業体の代表者）に通知する。

（２）当該資格審査により資格要件を有すると認められた者（以下「認定共同企業体」という。）を認定共同企業体の名簿に登載する。

７　認定共同企業体の有効期間

　　認定共同企業体の有効期間は、認定の日から令和９年３月３１日までの間とする。

８　変更の届け出

　　認定共同企業体の代表者は、次に掲げる事項について変更等があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

（１）住所又は所在地

（２）商号又は名称

（３）代表者の氏名

（４）各構成員の名称、所在地及び代表者の氏名

（５）入札及び契約の締結等に使用する印鑑

（６）各構成員の資格の要件

